
平成２４年　５月３０日

件　名　　橋梁点検・橋梁長寿命化修繕計画策定業務

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
配置予定技術者に係る資格要件について質問します：特記仕様書　第６条
橋梁診断者、第７条　橋梁点検員　の雇用について協力会社の技術者を配
置予定技術者とすることは可能でしょうか。

橋梁診断者、橋梁点検員の雇用については元請業者の技術者を配置しなく
てはなりません。

2

参加要件について
技術者としての市又は他の官公庁における過去10年間の同内容の実績とあ
りますが、橋梁点検業務、計画策定業務が同一業務内でないと実績として認
められないのでしょうか。あるいは、各々別の業務でも実績として認められるの
でしょうか。

各々別の契約でも実績として認められます。ただし、学識経験者による計画書
の認証まで完了していることとします。

3

参加要件について
・市または他の官公庁における過去10年間の同内容で且つ予定価格の半額
以上の実績とありますが、橋梁点検業務、計画策定業務が同一業務内でない
と実績として認められないのでしょうか。あるいは、各々別の業務でも実績とし
て認められるのでしょうか。

各々別の契約でも実績として認められます。ただし、学識経験者による計画書
の認証まで完了していることとします。

4
RPI((財)大阪地域計画研究所BMSコンソーシアムに元請業者として平成24年
5月21日現在までに加入していないと入札には参加できませんか。

RPI((財)大阪地域計画研究所BMSコンソーシアムに元請業者として平成24年
5月21日現在までに加入していないと業務は履行できません。

5
計画策定業務とは、長寿命化修繕計画業務なのでしょうか。あるいは、補修計
画業務でもよいのでしょうか。

長寿命化修繕計画業務です。
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